
（１）審議概観

【文教委員会】

　第129回国会において文教委員会に付託・可決された法律案は、内閣提出の

１件である。なお、衆議院議員提出の法律案１件が予備付託された。また、本

委員会付託の請願33種類94件はすべて保留と決定された。

　そのほか、栃木県及び埼玉県において視察を行った。

　〔法律案の審査〕

　国立学校設置法の一部を改正する法律案は、宇都宮大学の教養部を改組して

国際学部を設置し、また、岡山大学の教養部を改組して環境理工学部を設置す

るとともに、新潟大学商業短期大学部、静岡大学工業短期大学部及び神戸大学

医療技術短期大学部を廃止して、それぞれの大学の関係学部に統合するほか、

昭和48年度以後に設置された国立医科大学等の職員の定員を改めようとするも

のである。なお、衆議院において施行期日に関する附則の規定の一部が修正さ

れた。

　本法律案は、５月12日に本委員会に付託された。

　委員会においては、５月13日、教養部改組・廃止後における一般教育充実の

確保、教養部の改組と大学の自治権との整合性、教養部改組に伴う予算上の措

置及び施設設備の改善に対する文部省の施策、医療業務の高度化に伴う医療技

術教育の拡充、大学院生の研究条件の抜本的改善などについて質疑を行い、全

会一致で可決した。

　〔国政調査・委嘱審査等〕

　６月２日、赤松文部大臣から所信を、勝木文部政務次官から平成６年度文部

省関係予算について説明を聴取し、６月20日、文教行政の基本施策について質

疑を行った。

　委員会においては、文部省の国際家族年における取り組み、登校拒否・いじ

め・高校中退の現状、養護教諭の役割の強化のための文部省の施策、業者テス

ト追放後の高校入試改善の工夫、子供の理科離れ防止のための学校現場での取

り組み、原爆ドームの世界遺産化についての文部省の見解、教育委員会の活性



化と地方分権、女子大生の就職難の現状とそれに対する国の施策、海外日本人

学校における憲法26条の趣旨の実現、平成６年度文教予算の重点項目、病弱児

教育のための環境整備などについて質疑を行った。

　そのほか、３月17日、栃木県を訪れ、今国会において内閣から提出された国

立学校設置法の一部を改正する法律案の審査に資するため国立宇都宮大学を、

外国人子女教育の実情調査のため真岡市立真岡西小学校を、また、理科教育の

振興の観点から真岡市科学教育センターをそれぞれ視察した。

　また、５月26日、埼玉県を訪れ、新しいタイプの高等学校として国際化・情

報化社会に対応できる人材の育成を目的に設置された県立和光国際高等学校を、

基礎科学研究の振興の観点から理化学研究所を視察し、あわせて高校教育改革

推進体制の整備、新しいタイプの高等学校づくり及び公立高等学校入学者選抜

の改善等の取り組みについて県から説明を聴取した。

　なお、６月22日、予算委員会から委嘱を受けた平成６年度文部省関係予算の

審査を行い、国立大学等文部省所管の研究機関における研究補助者不足問題、

私立学校に対する十分な財政措置の必要性、私立専修学校に対する経常費助成

の実現、文化予算の抜本的拡充、子供の権利条約発効に伴う文部省の広報活動

の現状及び記念行事開催の予定、文教予算のシーリング枠撤廃などについて質

疑を行った。

　（２）委員会経過

○平成６年３月８日（火）（第１回）

　　教育、文化及び学術に関する調査を行うことを決定した。

○平成６年５月13日（金）（第２回）

　　理事の補欠選任を行った。

　　国立学校設置法の一部を改正する法律案（閣法第16号）（衆議院送付）に

　ついて赤松文部大臣から趣旨説明を聴き、同大臣、政府委員及び厚生省当局

　に対し質疑を行った後、可決した。

　　　（閣法第16号）

　　　　賛成会派　　自、社、新緑、公、共

　　　　反対会派　　なし



○平成６年６月２日（金）（第３回）

　　文教行政の基本施策に関する件について赤松文部大臣から所信を聴いた。

　　平成６年度文部省関係予算に関する件について政府委員から説明を聴いた。

○平成６年６月20日（金）（第４回）

　　文教行政の基本施策に関する件について赤松文部大臣、政府委員、厚生省、

　大蔵省、労働省及び外務省当局に対し質疑を行った。

○平成６年６月22日（水）（第５回）

　　平成６年度一般会計予算（衆議院送付）

　　平成６年度特別会計予算（衆議院送付）

　　平成６年度政府関係機関予算（衆議院送付）

　　　（文部省所管）について赤松文部大臣、政府委員、大蔵省及び自治省当局

　に対し質疑を行った。

　　今回をもって本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成６年６月29日（水）（第６回）

　　理事の補欠選任を行った。

　　請願第７号外93件を審査した。

　　教育、文化及び学術に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定

　した。

　　閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。
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（4）成立議案の要旨

国立学校設置法の一部を改正する法律案（閣法第16号）

【要旨】

本法律案の主な内容は、次のとおりである。

１　各大学における大学改革と教育研究体制整備の一環として、宇都宮大学の

　教養部を改組して国際学部を、岡山大学の教養部を改組して環境理工学部を

　それぞれ本年10月１日に設置し、平成７年４月から学生を受け入れること。

２　昼夜開講制による教育体制充実のため、新潟大学併設の商業短期大学部及

　び静岡大学併設の工業短期大学部を平成８年度限りで廃止して、それぞれの

　大学の関係学部に統合すること。

３　看護等医療技術教育の充実等を図るため、神戸大学併設の医療技術短期大

　学部を平成８年度限りで廃止して、同大学の医学部に統合すること。

４　昭和48年度以降に設置された国立医科大学等に係る平成６年度の職員の定

　員を、１万9,915人（39人増）に改めること。

　なお、衆議院において、定員の改正に関する部分の施行期日を公布の日に改

める修正が行われた。




